相続・事業承継チェックシート

我々は、『事業承継の完了』を次のように定義しています。

『経営者に、万が一不測の事態が起こっても、経営に支障が出ない状況を作り上げること』
そのために必要なことは、

1 後継者が決まっていること

2 後継者に経営権（持株比率が67％以上）が継承されていること

3 事業用資産が後継者に継承されるように、相続対策が取られていること（遺留分対策）

4 後継者に、現社長のスキル・人脈・知識・経営哲学・方針等が承継あるいは、伝えられていること

上記のような定義を参考に、下記に該当する項目はございませんか？該当する項目があれば、早い段階で対策を打つ事が必要です。（相続・事業承継対策には時間がかかります。）

☆総　　論
❑「相続」「事業承継」は、全く別々の事と考えておられませんか？
☆事業承継
❑ 後継者は決まっておられますか？ 決定を先延ばししていませんか？

❑「事業承継計画案」を作成されていますか？（後継者が決まっている場合）
❑ 現在の自社株の評価額をご存知ですか？

❑ 後継者の持株比率は何%ですか？また、「持株比率」が会社経営に重要な意味がある事をご存知ですか？

❑ 後継者が「自社株」を相続できるように、対策及びプランをたてられていますか？
　　　

❑ 後継者以外（特に第三者）の方が、自社株を所有されていませんか？その方は、会社の事業に関係しておられますか？

❑ 個人保証に対する備えはされていますか？ 関係者の方の連帯保証をされていませんか？

❑ 社長ご自身の退職金のご準備はされていますか？

❑「従業員持株会」が相続対策，安定株主対策，従業員の財産形成に有効である事をご存知ですか？
☆相　　続

❑ 今ご自身に万が一の事が起こったとしたら、財産の相続税評価額がいくらになるかご存知ですか？また、それに対する相続税がいくらかご存知ですか？

    　
❑ その相続税を現金納付する事が可能ですか？
❑ 何か、相続対策をされていますか？

❑ 後継者に事業用資産が承継されるように、対策を取られていますか？

　　　

❑ 相続税の「非課税枠」があるのをご存知ですか？

❑ 生前贈与を積極的に活用しておられますか？

❑ 贈与税の基礎控除（110万）にこだわった贈与をされていませんか？

❑ 公正証書による遺言の効力をご存知ですか？

❑ 後継者以外の相続人の心情に配慮した相続を考えておられますか？
「備えあれば憂いなし」、相続・事業承継はいかに『備え』を周到に行うかが勝負です。先送りせず、まず１歩を踏み出してください。
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